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第３５回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．  日時  令和５年５月１０日（水）午前８時５５分～午前１０時２０分 

 

２．  場所  遠賀町役場２階  大会議室 

 

３．  出席委員（１４名） 

     議  長 １番 三原 高志 

     副 議 長 ２番 髙崎 洋介 

     委 員 ３番 石井 佐千生 

委 員 ４番 松井  悟 

     委 員 ５番 池田 光一 

     委 員 ６番 吉田 茂三 

委 員 ７番 米田 かおる 

委  員 ８番 白石 元弘 

 

委  員  １番 秦  公美 

委  員  ２番 瓜生  稔（欠席） 

委  員  ３番 白木 敏明 

委  員  ４番 林  長輝 

委  員  ５番 原田 利春 

委  員  ６番 山中 英二 

委  員  ７番 安藤 敏生 

 

４．  ５月の農業相談委員          

２番 髙崎 洋介 委員 

３番 石井 佐千生 委員 

 

５．  議事日程 

（１）付議案件 

① 農地法第５条の規定による許可申請について    

（株式会社 ●●● 代表取締役 ●●●●) 

② 農地法第５条の規定による許可申請について    

(●●●●) 
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③ 農地法第５条の規定による許可申請について    

(●●●●) 

④ 農用地利用集積計画の承認について  

（中間管理特例事業） 

         ⑤ 農用地利用集積計画の承認について 

（中間管理事業） 

          

       （２）その他の案件 

①  地域計画アンケートについて 

②  農業委員の改選について 

③  遠賀町農業振興地域整備促進協議会の委員の委嘱に

ついて 

④  お別れ旅行について 

          

６．  農業委員会事務局職員 

          事務局長       大場 繁雄 

        事務局職員   濱田 美孝 

事務局職員   福島 智靖 

事務局職員   大村 亮介 

 

 

開 会    ８時  ５５分 

 

 

議長    おはようございます。 

本日の出席委員は、農業委員８名中８名、推進委員７名中６

名の出席です。瓜生委員から欠席の連絡があっております。 

農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。 

よって、ただいまより第３５回遠賀町農業委員会総会を開会

いたします。 

 

議長    それでは次第の２、本日の農業相談員は２番髙崎洋介委員、

３番石井佐千生委員が農業相談の当番ですが、相談の予約は

ありません。                                                                                                                             
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議長    次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は農

地法第５条申請関係３件、農用地利用集積計画関係２件とな

っています。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長     なお、本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の濱田を指

名します。 

 

議長    では、現地調査を伴う案件について事務局より一括して説明を

お願いします。 

 

事務局   では議案書の１ページをお開きください。 

付議案件①農地法第５条の規定による許可申請についてでご

ざいます。 

譲受人が田園三丁目に事業所を置く株式会社 ●●● 代表

取締役 ●●●●氏、譲渡人が北九州市小倉南区にお住まい

の●●●●氏です。 

申請地が３ページの字図にありますように大字木守字西１５

４６番１、１５４７番３、大字木守字下浮州１６２８番４の

３筆で、地目は畑、面積は合わせて６５１.８８㎡です。 

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は第一種住居

地域の第３種農地となっております。 

なお、対象となる農地は３ページの字図の薄く網かけした土

地３筆であり、本事業は対象農地以外に敷地内の宅地等６筆

と一体利用する計画となっております。農地以外の土地を含

めた面積は合計１９２３.６９㎡となっております。 

申請理由は事業所の建設となっております。 

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾と

なっております。 

なお、対象農地は自宅の庭として長年使用されており、始末

書が添付されています。 

４ページが事業計画書です。申請者の事業目的は介護施設の

建設で、施工計画は令和５年６月から着工し、令和５年１１

月完了、１２月に営業開始となる見込みです。 

５ページが被害防除計画書です。雨水の排水は溜桝を通じて

水路および側溝への放流。汚水・生活雑排水は公共下水道へ
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の接続となっております。 

用地造成に伴う被害防除としては「敷地をコンクリートブロ

ック・メッシュフェンスで囲い、地表はアスファルト舗装す

る」こととなっています。 

６ページが現況平面図です。住宅敷地のうち１５４６番１、

１５４７番３、１６２８番４の３筆が今回の対象農地となっ

ております。 

７ページが土地利用計画図です。現在県道沿いはフェンスが

設置されていますが、事業所建設後は県道側から進入するよ

うになります。敷地の道路から見て奥側が通所介護施設、手

前側が就労支援施設となる予定です。敷地の周囲はＣＢおよ

びメッシュフェンスで囲む計画となっています。 

８ページが縦横断図です。切土・盛土の予定はありません。

なお事業所の２階は従業員の寄宿舎にもなっています。 

９ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説明

を行い了承を得ています。 

１０ページが始末書です。「下記の農地について、農地法に

ついて不知であり、土地を宅地として利用することに許可が

必要であることの認識がなく、無許可で宅地用地として利用

していたことを深くお詫び申し上げます。以後このような違

法行為のないよう農地法を遵守いたしますので、今回の農地

転用については受理・許可くださいますようお願い申し上げ

ます。」とのことです。 

 

次に議案書の１１ページをお開きください。付議案件②農地

法第５条の規定による許可申請についてでございます。 

譲受人が広渡にお住まいの●●●●氏、譲渡人が北九州市八

幡西区にお住まいの●●●●氏です。 

申請地が１３ページの字図にありますように大字今古賀字貴

舟４３３番で、地目は畑、面積は５９５㎡です。 

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は第二種低層

住居専用地域の第３種農地となっております。 

申請理由は自己住宅の建築となっております。 

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。 

営農の支障については生産組合長さんの条件付き承諾となっ
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ております。 

１４ページが水利関係承諾書です。 

条件は「転用申請地内にあるバルブや管を切断撤去し農業用

水が私有地に逆流しない措置を講じること。撤去後のバルブ

等は業者の責任で処分すること。工事の時期が稲作時期と重

なった場合は事前に生産組合長と対応を協議の上、撤去工事

を行うこと」というものになっております。 

１６ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流お

よび自然流下、汚水・生活雑排水は公共下水道への接続とな

っております。 

用地造成に伴う被害防除としては「水路側境界にコンクリー

トブロックとフェンスを設ける」こととなっています。 

１７ページが現況説明図です。道路側に給水用配管の設備が

あり、こちらは撤去予定となっています。 

１８ページが土地利用計画図です。水路および隣地との境界

にはコンクリートブロックとフェンスが設置される予定で

す。 

１９ページが縦横断図です。切土・盛土の予定はありませ

ん。 

２０ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説

明を行い了承を得ています。 

 

続きまして議案書の２１ページをお開きください。 

付議案件③農地法第５条の規定による許可申請についてでご

ざいます。 

譲受人が宮若市にお住まいの●●●●氏、譲渡人が鬼津にお

住まいの●●●●氏です。●●●●氏は●●●●氏のお孫さ

んになります。 

申請地が２３ページの字図にありますように大字鬼津字山ノ

下１９０２番１で、地目は畑、面積は３４㎡です。 

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は無指定の第

２種農地となっております。 

なお大字鬼津字山ノ下１８９８番１については、一体利用す

る予定となっております。面積は合計して６９２.４２㎡で

す。 

申請理由は住宅敷地の一部、進入路として使用する予定とな
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っております。申請に関する確実性については関係書類で確

認をしております。営農の支障についても生産組合長さんの

無条件承諾となっております。また当該農地の一部が現在進

入口として使用されており、ブロック塀がかかっているた

め、始末書が添付されております。 

２４ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流お

よび自然流下、汚水・生活雑排水は発生無しとなっておりま

す。用地造成に伴う被害防除としては「アスファルトで舗装

する」こととなっています。 

２５ページが現況平面図です。南側の三角地の部分が申請地

となっており、一部が既存敷地への進入路として使用されて

います。 

２６ページが土地利用計画図です。現在敷地内への進入路が

狭いため●●さんに譲渡し、住宅を建築するに当たって入口

部分の農地を舗装し、畑部分全体を進入路として使用するも

のです。 

２７ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説

明を行い了承を得ています。 

２８ページが始末書です。「下記の土地の一部を農地法に基

づく転用手続きをせず、平成７年１０月頃より無断で転用行

為を行い、自己住宅敷地の一部ブロック壁設置および進入出

口として利用していました。これは当時の前面道路拡幅のた

め遠賀町土地収用事業時に施工したもので当該部分につきま

しては以前より耕作をしていなかったことはもちろんです

が、併せて農地法についてよく理解していなかった私の不徳

といたすところです。以後このようなことが無いよう十分に

注意いたしますので、寛大なる措置をくださいますようお願

い申し上げます。」となっております。 

 

続きまして議案書の２９ページをお開きください。付議案件

④農用地利用集積計画の承認についてでございます。 

譲受人が公益財団法人福岡県農業振興推進機構で、譲渡人が

尾崎にお住まいの●●●●●氏で、申請地が３１ページの字

図にありますように大字尾崎字馬場久保３９９番１、地目は

畑、面積が４,４６７㎡、大字尾崎字馬場久保４０４番、地目

は畑、面積が４４５㎡の２筆です。 
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農地区域が農業振興地域内農用地となっております。所有権

の移転時期は７月末を予定しています。 

本件は通常の利用権設定に基づく利用集積計画ではなく、県

の農業振興推進機構の仲介・あっせんによる農地売買事業に

係る利用集積計画になります。この農地あっせん事業は農用

地の売買について、推進機構が仲介に入り、所有者から一旦

機構が買い受け、機構から担い手に売り渡す事業になりま

す。ちなみに売り渡しの相手は株式会社●●●●●●●●●

●●●●●です。 

 

以上で現地調査を伴う案件についての説明を終わります。 

 

議長    それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩

します。     

 

 

休 憩   ９時  １１分 

 

－  現地調査後  － 

 

再 開   １０時  １０分 

 

 

議長    再開します。 

まず付議案件①を議題に供します。 

      地区担当の石井佐千生委員から報告をお願いします。 

       

地元委員  ４月１８日に生産組合長から説明を受けました。その中で生産 

（３番）  組合長から一言、農地はいいのですが、近隣の方に迷惑がかか

らないように説明をお願いしますとありました。今日現地を確

認していただきましたが、特に問題は無いと思われます。 

      ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長    ありがとうございました。それでは本件について発言のある

委員は挙手願います。 
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【ありません。】の声 

 

議長    無いようですので、これより採決に移ります。 

付議案件①農地法第５条の規定による許可申請について、原

案のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】 

 

議長     賛成７名で付議案件①は承認されました。 

 

議長    続きまして、付議案件②を議題に供します。 

      地区担当の吉田茂三委員から報告をお願いします。 

 

地元委員  特に問題は無いようですので、ご審議のほどよろしくお願いい 

（６番）  たします。 

 

議長    それでは本件について発言のある委員は挙手願います。 

 

【ありません。】の声 

 

議長    無いようですので、これより採決に移ります。 

付議案件②農地法第５条の規定による許可申請について、原

案のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】 

 

議長     賛成７名で付議案件②は承認されました。 

 

議長    続きまして、付議案件③を議題に供します。 

      地区担当の私から報告をいたします。 

 

      本件については母親が施設に入って空き家状態でした。今回孫

娘が購入して家を建てるものです。現地を見ていただいた通り

なかなか入りにくいところで、今回このような形で手前の土地

を道路として使用するものです。ご審議よろしくお願いします。 
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議長    それでは本件について発言のある委員は挙手願います。 

 

【ありません。】の声 

 

議長    無いようですので、これより採決に移ります。 

付議案件③農地法第５条の規定による許可申請について、原

案のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】 

 

議長     賛成７名で付議案件③は承認されました。 

 

議長    続きまして、付議案件④を議題に供します。 

      中間管理事業に関する案件ということですので事務局から報

告をお願いします。 

 

事務局   先程も申し上げましたが、本件は通常の利用権設定に基づく利

用集積計画ではなく、県の農業振興推進機構の仲介・あっせん

による農地売買事業に係る利用集積計画になります。本議案が

承認された場合、譲受人の農業振興推進機構へ譲渡されること

となります。ちなみに今後は●●●●●●●●●●●●●●へ

機構から売り渡す議案を提案する予定となっています。 

 

議長    それでは本件について発言のある委員は挙手願います。 

 

【ありません。】の声 

 

議長    無いようですので、これより採決に移ります。 

付議案件④農用地利用集積計画について、原案のとおり承認

される農業委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】 

 

議長     賛成７名で付議案件④は承認されました。 

 

議長    続いて付議案件⑤について、事務局より説明をお願いします。 
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事務局   はい、議案書の３２ページをご覧ください。 

      付議案件⑤農用地利用集積計画の承認についてでございます。 

      全１３筆、７,５７１㎡です。 

      円滑化事業の契約満了による中間管理への切替による利用集

積計画となっております。 

      なお、今回より様式の改正により耕作者名を記載しております。 

      ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長    それでは本案件について発言のある委員は挙手願います。 

 

【ありません。】の声 

 

議長    無いようですので、これより採決に移ります。 

付議案件⑤農用地利用集積計画の承認について、原案のとお

り承認される農業委員の挙手を求めます。 

 

【挙手の人数を確認】 

 

議長     賛成７名で付議案件⑤は承認されました。 

 

議長    それではその他の案件について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局   その他の案件①について説明。 

その他の案件②について説明。 

その他の案件③について説明。 

その他の案件④について説明。 

 

議長    それではその他の案件について何かございませんでしょうか。 

 

【ありません。】の声 

 

議長    最後にその他皆さんの方からございませんでしょうか。 

 

【ありません。】の声 
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議長    それではご意見等無いようでございますので、以上をもちま

して第３５回遠賀町農業委員会総会を閉会いたします。あり

がとうございました。 

 

 

閉 会   １０時  ２０分 


